


ア 暴力団(那覇市暴力団排除条例(平成 24年那覇市条例第１号。以下「暴排条例」という)

第２条第１号の暴力団をいう。以下同じ)の関係者又は暴力団員(暴排条例第２条第２号

の暴力団員をいう。以下同じ)でないこと 

   イ 暴力団又は暴力団員の統制下にないこと 

   ウ 暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと 

(7) 沖縄県内に本店又は支店等を有していること 

 

３ 入札参加資格審査申請 

  制限付一般競争入札に参加しようとする者は、（様式１）「入札参加資格審査申請書兼入

札参加申請書」に次に掲げる書類のうち必要な書類を添付し、これを市長に提出しなければ

ならない。ただし、本市法制契約課が管理する「令和５年度那覇市物品購入等入札参加資格

者名簿」に登録されている者（以下「登録業者」という。）は、第４号から第 14 号までの書

類の提出を免除する。 

なお、公告に定める日までに申請書及び添付書類を提出しない者、又は入札参加資格要件

を満たしていないことが確認された者は、当該入札に参加することができない。 

(1) (様式１)入札参加資格審査申請書兼入札参加申請書 

(2) (様式２)GIGA スクール運営支援センター業務に係る実績表（令和５年３月 31日までの実績） 

(3) (様式３)入札保証金納付申請書 

(4) (様式４)社屋（店舗）の写真等 

(5) (様式５)誓約書 

(6) (様式６)使用印鑑届 

(7)  印鑑証明書 

(8)  市町村税納税証明書（滞納のない証明書） 

(9)  消費税納税証明書（滞納のない証明書） 

(10) 財務諸表（貸借対照表、損益計算書） 

(11) 定款（法人のみ） 

(12) 登記事項証明書（法人：履歴事項全部証明書 / 個人：登記されていないことの証明） 

(13) 身分証明書（個人のみ） 

(14) 官公需適格組合証明書及び組合員名簿（官公需適格組合のみ） 

(15) その他市長が必要と認める書類 

※ 印鑑証明書や登記事項証明書等の各証明書は、令和５年４月１日以降に発行されたもの

を提出すること 

※ 那覇市契約規則第８条第１項第１号又は第３号に該当する場合、入札保証金の納付を

免除することができる。免除を受ける場合、入札保証金納付申請書に代え、下記の資料

を提出すること。 

第１号 入札保証保険契約に係る保険証券の写し 

第３号 本市またはその他の官公署との契約書の写し 

４ 契約条項を示す場所  那覇市立教育研究所ホームページ内 



 

５ 申請方法 

(1)  申請期限  令和５年６月７日(水) 正午まで 

(2)  申 請 先  那覇市教育委員会 教育研究所 

(3)  申請方法 

ア「令和５年度那覇市物品購入等入札参加資格者名簿」登録業者 

（様式１）「入札参加資格審査申請書兼入札参加申請書」及び 

(様式２)「GIGAスクール運営支援センター業務に係る実績表」又は 

(様式３)「入札保証金納付申請書」 

をメール又は FAX 送信にて申請し、原本を郵送又は入札時に持参すること。メール

又は FAX送信後は、必ず教育研究所へ確認の電話をすること。 

 

イ「令和５年度那覇市物品購入等入札参加資格者名簿」登録業者以外 

入札参加資格審査申請に定める第１号から第 14 号までの書類をメール又は FAX 送

信にて申請前に事前に教育研究所に送付して確認を受け、原本を申請期限までに持

参すること。メール又は FAX送信後は、必ず教育研究所へ確認の電話をすること。 

 

６ 入札の日時など 

(1)  日時 ： 令和５年６月９日(金) 午後３時 

(2)  場所 ： 那覇市立教育研究所 会議室（那覇市字大道 146-１ 大道小学校敷地内２階） 

(3)  入札時提出書類 

ア 入札書（本市様式） 

イ 代理人が入札する場合にあっては委任状（本市様式） 

ウ 入札保証金の納付を証する領収書（写し）が未提出の業者は入札時までに提出すること 

   ※ 様式については、那覇市ホームページよりダウンロードすること 

 

７ 入札書の記載方法 

(1) 入札参加者は、入札条件等を熟知のうえ、入札に参加すること 

(2) 所定の「入札書」に必要事項を記入し、記名押印するものとする。金額の記入はアラビア

数字(算用数字)を使用し、金額の前に「￥」を記入すること。押印は、登録印鑑届出印を

押印すること。 

(3) 入札金額は、消費税及び地方消費税を含めない金額を記入すること 

(4) 代理人により入札を行わせる場合は、所定の「委任状」に必要事項を記入し、入札執行

前に提出すること。委任状のない入札は無効となる。委任状の押印は、入札参加資格者名

簿に登録された事業者は、印鑑登録された代表者印と代理人の印を押印すること。代理人

による入札において、入札書には委任状に押印した代理人の印と同一の印を使用しなけれ

ばならない。 

(5) 入札参加者、又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をする

ことはできない。 



(6) 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 

(7) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に抵触する行為を行っ

てはならない。 

(8) 郵便による入札は認めない。 

(9) 入札執行回数は３回までとする。 

 

８ 入札の無効に関する事項 

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

(1)  入札に参加する資格のない者がした入札 

(2)  委任状を持参しない代理人がした入札 

(3)  入札書が所定の日時までに提出されない入札 

(4)  同一事項について、２通以上の入札書が提出された入札 

(5)  入札者が他の者の代理を兼ね、又は代理人が２人以上の者の代理をしてなした入札 

(6)  連合その他不正行為によってなされたと認められる入札 

(7)  入札書の表記金額を訂正した入札、又は￥マークの記載がない入札 

(8)  入札書に記名押印を欠いた入札 

(9)  誤字、脱字等により意思表示が不明瞭で判読できない入札 

(10) 入札書の日付を欠いた入札、又は入札の年月日と合わない入札 

(11) 鉛筆等容易に消去可能な筆記用具を使用した入札 

(12) 再度入札（２回目・３回目の入札）の前の入札に不参加の者がした入札 

(13) 郵送による入札 

(14) 最低制限価格未満の入札金額の入札 

(15) その他入札に関する条件に違反した入札 

 

９ 入札保証金 

入札金額の 100 分の５以上とする。ただし、那覇市契約規則第８条第１項第１号又は第３

号の規定によるときは免除とする。 

入札参加者は入札時までに入札保証金の納付を証する領収書（写し）を提出すること。入

札保証金の納付が確認できない場合は、入札に参加することはできない。なお、那覇市契約

規則第８条第１項第１号及び第３号の規定による免除を受けた場合、入札保証金の納付を証

する領収書の提出は不要とする。 

 

10 契約保証金  

  那覇市契約規則第 30条第１項第９号に基づき免除とする。 

 

11 落札者の決定の方法 

(1)  予定価格範囲内の価格で有効な入札をした者のうち最低価格をもって申し込みをした者

を落札者とする 

(2)  同額の入札を行った入札参加者が２者以上いる場合は、くじにより落札者を決定する 

(3)  落札者は、提示した契約書の内容で契約することを条件とする 



※ 本案件は予定価格を公表しておりませんので、１回目で落札しない場合、２回目、３回目

の入札を引き続き行います。２回目、３回目に使用する入札書は入札参加者であらか

じめご準備下さい。 

 

12 契約締結後の要件 

受注者は契約締結後、発注者の指定する期日までに従事する業務及び従事者に係る次の事

項を報告すること。 

(1)  業務責任者及び業務従事者の配置に関すること 

(2)  労働保険（労災保険・雇用保険）の加入に関する事 

 

13 質問の方法・回答 

(1)  質問の方法 

(別紙①)質問書に質問内容を記載し、教育研究所にメール又は FAX にて提出すること。

メール又は FAX送信後、必ず、確認の電話をすること。 

(2)  質問期限 令和５年６月５日(月) 午後３時まで 

(3)  質問に対する回答 

令和５年６月６日(火) 午後３時までに、教育研究所のホームページに回答を掲載する。 

 

14 その他 

(1) 提出された書類は返却しません 

(2) 台風等により路線バスの運行が停止となった場合、開札日時の２時間前までにバスの運

行が開始されなければ、開札は延期になることがある。延期後の日時は追って那覇市立

教育研究所ホームページに掲載する。 

 

15 問合せ先 

那覇市立教育研究所 情報支援グループ 

担当：上原 

T E L：098-917-3524 

F A X：098-886-7043 

Eメール：johoshien@naha-c.nahaken-okn.ed.jp 


